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Ⅰ 財務書類の概要                                                

 

宮崎県では、県の財政情報を県民に分かりやすい形で提供するため、民間企業の会

計手法を取り入れた財務書類の作成に取り組んでいます。 

はじめに、なぜ財務書類を作成する必要があるのかを、地方公共団体と民間企業との

会計手法の違いを基に説明します。 

 

１ 地方公共団体と民間企業の会計手法                                                  

地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、予算の適正・

確実な執行を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計を採用していますが、

一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に果たす観点から、単式簿記によ

る現金主義会計では把握できない資産・負債のストック情報や見えにくい減価償却費等

のコスト情報を公開する必要があります。 

そこで、ストック情報と現金支出を伴わないコストも含めたフルコストでの情報を把握で

きる複式簿記による発生主義会計を導入し、補完することが必要になります。 

 

  【地方公共団体と民間企業の会計の主な違い】 

 

 なお、ここで作成する財務書類は、民間企業の会計手法を用いつつ、独自の財政

活動の特性を踏まえた工夫を行っています。 
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２ 統一的な基準とは                                                     

   財務書類の作成といった公会計の整備は、全国の地方公共団体において進められて

きたところですが、複数の作成基準が存在することから比較可能性の確保などの課題が

ありました。 

そうした中、総務省からすべての地方公共団体に対して、「統一的な基準による地方

公会計の整備促進について」（平成 27 年 1 月 23 日総務大臣通知）に基づき、「統

一的な基準」による財務書類を作成するよう要請があったものです。 

 

【作成基準の主な変更点】 

 総務省改訂モデル 統一的な基準 

財務書類の作成方法 ○決算統計データの活用 
○個々の取引ごとに複式簿記に基

づく仕訳 

貸借対照表 

○目的別（生活インフラ・国土

保全、教育等）の勘定科

目 

○性質別（土地、建物等）の勘

定科目 

○県管理部分の国道等といった所

有者が県でない資産については貸

借対照表の対象外 

 

宮崎県では、平成 20 年度決算から「総務省方式改訂モデル」に基づく財務書類を

作成してきましたが、平成 28 年度決算から「統一的な基準」により財務書類を作成して

います。 

 

 

３ 財務書類の内容                                                       

統一的な基準による財務書類は、「貸借対照表」、「行政コスト計算書（損益計算

書）」、「純資産変動計算書（株主資本等変動計算書）」、「資金収支計算書（キ

ャッシュ・フロー計算書）」の４つの表（財務書類４表）を作成しています。 

 

（１）財務書類の種類 

財務書類 目的 

貸借対照表 会計年度末時点における資産・負債の財務状況などを明らかにします。 

行政コスト計算書 行政サービスにどれだけのコストがかかっているかなどを明らかにします。 

純資産変動計算書 
貸借対照表の純資産がどのような要因で変動したのかなどを明らかにしま

す。 

資金収支計算書 現金等の資金の流れや残高の状況などを明らかにします。 
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（２）財務書類の相関関係 

    財務書類４表の相互関係を示すと、以下のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計外

現金残高を足したものと対応します。 

※２ 貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。 

※３ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 

（３）固定資産台帳の整備 

    固定資産台帳とは、固定資産を、その取得から除売却処分に至るまで、その経 

緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿で、所有する全ての固定資産（道路、 

公園、学校等）について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載した 

ものです。 

 統一的な基準では、各団体の財政状況を表す財務書類の作成に必要な情報 

を備えた補助簿として、固定資産台帳の整備が必要とされています。 

       

 

４ 財務書類作成の対象範囲                                                

   統一的な基準では、「一般会計等」、「全体」、「連結」といった対象範囲の違った３

種類の財務書類を作成します。 

 

①一般会計等財務書類 

一般会計及び地方公営企業会計以外の特別会計を対象としたもの。 

②全体財務書類 

一般会計等財務書類に地方公営企業会計を加えたもの。 

③連結財務書類 

全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えたもの。 

行政コスト 
計算書 

純資産変動 
計算書 

資金収支 
計算書 

資産 負債 
経常費用 前年度末残高 業務活動収支 

経常収益 純行政コスト 投資活動収支 

臨時損失 財源 財務活動収支 

臨時利益 固定資産等の変動 前年度末残高 

純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高 

貸借対照表 

純資産 

うち 
現金 
預金 

＋本年度末 

歳計外現金残高 
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   財務書類の対象範囲を図で表すと次のとおりになります。また、宮崎県における、それ

ぞれ対象となる会計と団体は下段の図のとおりです。 

 

【財務書類の対象範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮崎県における財務書類の対象範囲】 
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金額 前年度比 金額 前年度比

固定資産 15,358 68 固定負債 9,038 41

有形固定資産 13,717 ▲ 10 地方債 7,868 79

事業用資産 2,663 128 退職手当引当金 1,093 ▲ 29

インフラ資産 10,964 ▲ 137 その他 77 ▲ 10

その他 90 ▲ 1 流動負債 833 15

無形固定資産 30 3 1年内償還予定地方債 703 39

投資その他の資産 1,610 76 賞与等引当金 98 5

投資及び出資金 183 ▲ 1 預り金 26 5

基金 940 37 その他 6 ▲ 34

その他 487 39 9,872 56

流動資産 949 ▲ 58

現金預金 281 ▲ 37

基金 632 ▲ 24

その他 36 3 6,435 ▲ 46

16,307 10 16,307 10

科目名 科目名

負債合計

純資産 ▲ 46

資産合計 負債及び純資産合計

6,435

純資産合計

Ⅱ 財務書類（一般会計等）の概要                                  

 

１ 貸借対照表                                                            

   貸借対照表は、地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）

を明らかにするために作成しており、県がどれほどの道路、橋りょう、庁舎、学校などの資

産や地方債（借入金）などの負債を保有するのかを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。（以下の表において同じ。） 

 

【概要】 

○ 資産は 1 兆 5,358 億円で、その内訳は、道路、橋りょう等の有形固定資産が 1

兆 3,717 億円、業務用のソフトウェア等の無形固定資産が 30 億円、有価証券や

関係団体への出資金等の投資その他の資産が 1,610 億円、現金預金等の流動

資産が 949 億円となっています。 

   前年度と比較して、資産は10億円増加しています。その主な要因は、減価償却

などによるインフラ資産の減少（137 億円減）です。 

 

○ 負債は 9,872 億円で、その大部分は借入金にあたる地方債 8,571 億円で占め

られています。なお、この地方債にはその全額が地方交付税として措置される臨時

財政対策債（2,772 億円）が含まれます。 

   前年度末と比較して、負債は56億円増加しています。その主な要因は、地方債

の増加（118 億円増）です。 

 

○ 資産と負債の差額である純資産は 6,435 億円となっています。 

 

資産と負債

の差額 

地方交付税

の代替である

臨時財政対

策債や地方

交付税措置

のある地方債

も含まれます 

 

地方債など、

将来世代の

負担 

 

（単位：億円） 

行政サービス

を提供するた

めの庁舎、公

共施設などの

固定資産や

将来 、行政

サービスに使

用 する 現 金

等の資産 

地方交付税 

の代替である 

臨時財政対 

策債や地方 

交付税措置 

のある地方債 

も含まれます 
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（参考）県民１人あたりの資産等（カッコ内は前年度比） 

資産 156 万円（＋２万円） 
負債 94 万円（＋1 万円） 

純資産 61 万円（＋0 万円） 

※人口は 1,048,347 人（住民基本台帳人口 令和７年 1 月 1 日現在） 

 

 

２ 行政コスト計算書                                                       

   行政コスト計算書は、１年間の地方公共団体の費用・収益の取引高を明らかにする

ことを目的としており、資産形成に結びつかない行政サービスの提供に伴う１年間の収支

を表しています。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

○ 業務費用は、人件費、物件費等で 2,967 億円となっています。 

   移転費用は、団体等に対する補助金や社会保障給付等で 2,037 億円となって

います。 

 

○ 経常収益は、行政サービスの対価として徴収する使用料及び手数料等で197億

円となっています。 

 

○ 純経常行政コストは 4,808 億円で、この金額が経常的な行政サービスの提供に

おいて税収等でまかなうべき行政コストになります。 

 

（単位：億円） 

人件費、物件費、移転費用(補

助金）などを発生額で計上 

経常的に発生する費用から、使

用料及び手数料といった受益者

負担収益を差し引くことで、純経

常行政コストを算定 

臨時に発生する損失、利益を加

味して純行政コスト(税を主とす

る一般財源等で賄うべきコスト)

を算定 

金額 前年度比

経常費用 A 5,004 ▲ 27

業務費用 2,967 53

人件費 1,523 79

物件費等 1,372 27

その他の業務費用 71 ▲ 53

移転費用 2,037 ▲ 80

補助費等 1,808 ▲ 74

社会保障給付 146 ▲ 2

その他 82 ▲ 4

経常収益 B 197 ▲ 18

C ▲ 4,808 10

D 116 8

E 5 ▲ 1

F ▲ 4,919 0

臨 時 利 益

純 行 政 コ ス ト（C-D+E）

科目

純 経 常 行 政 コ ス ト（B-A）

臨 時 損 失
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○ 純行政コストは 4,919 億円で、純経常行政コストに令和６年度における資産売

却損益等の臨時的な損益を加えたものになります。 

 

（参考）県民１人あたりの純行政コスト 

    

 

 

 

３ 純資産変動計算書                                                     

   純資産変動計算書は、1 年間の地方公共団体の純資産の変動を明らかにすることを

目的としており、貸借対照表の純資産がどのように変動したかを表しています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

○ 令和６年度末の純資産残高は 6,435 億円となっています。 

 

 

４ 資金収支計算書                                                         

資金収支計算書は、１年間における資金収支を表しており、貸借対照表の現金預 

金の出入りを、性質の異なる業務活動、投資活動、財務活動の３つの活動に分けて

表示したものです。 

この計算書からは、県のどのような活動に資金が必要とされ、それをどのようにまかなっ

たか等を読み取ることができます。 

 

 

 

純行政コスト 47 万円 
 

（単位：億円） 

純行政コストの金額に

対して、税収及び国

の補助金等受入の金

額がどの程度あるかを

見ることにより、受益

者負担以外の財源に

よりどの程度賄われて

いるかを把握 

金額 前年度比

A 6,481 ▲ 47

B ▲ 4,919 0

　財源 C 4,872 2

税収等 3,802 135

国県等補助金 1,070 ▲ 133

D ▲ 47 2

E 0 0

F 2 0

G ▲ 1 ▲ 1

H ▲ 46 2

I 6,435 ▲ 46本年度末純資産残高（A+H）

科目

  資産評価差額

  無償所管換等

  その他

　本年度純資産変動額（D+E+F+G）

前年度末純資産残高

　純行政コスト（▲）

　本年度差額（B+C）
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【概要】 

○ 業務活動収支は、行政サービスを提供するための現金収支であり、195 億円とな

っています。前年度と比較して 132 億円の減少となっています。その主な要因は、人

件費の増加により業務支出が増加し、業務収入も国県等補助金収入の減少等に

より減少したためです。 

 

○ 投資活動収支は、公共施設の整備等に係る現金収支であり、▲320 億円となっ

ています。前年度末と比較して 37 億円の減少となっています。その主な要因は、公

共施設等整備費支出が増加し、貸付金元金回収収入が減少したためです。 

 

○ 財務活動収支は、地方債の発行や償還等に係る現金収支であり、82 億円とな

っています。前年度と比較して 152 億円の増加となっています。その主な要因は、地

方債償還支出が減少し、地方債発行収入が増加したためです。 

 

○ こうした資金収支の結果、令和６年度末の現金残高は 281 億円となっていま

す。 

 

 

 

 

（単位：億円） 

経常的な活動に関する収支を集計 

 支出…人件費、旅費、需用費、 

補助金、扶助費等 

 収入…税収、補助金収入、 

使用料・手数料等 

投資的な活動に関する収支を集計 

 支出…公共事業や施設整備等、 

基金積立、貸付金等 

 収入…補助金収入、基金取崩、 

貸付金回収等 

財務的な活動に関する収支を集計 

 支出…地方債償還等 

 収入…地方債発行等 

金額 前年度比

A 195 ▲ 132

業務支出 B 4,775 37

業務収入 C 4,981 ▲ 81

臨時支出 D 115 7

臨時収入 E 104 ▲ 6

F ▲ 320 ▲ 37

投資活動支出 G 1,329 117

投資活動収入 H 1,009 80

I 82 152

財務活動支出 J 700 ▲ 46

財務活動収入 K 782 106

本年度資金収支額（A+F+I） L ▲ 42 ▲ 17

前年度末資金残高 M 292 ▲ 25

本年度末資金残高（L+M） N 250 ▲ 42

本年度末歳計外現金残高 O 30 5

本年度末現金預金残高（N+O） P 281 ▲ 37

投資活動収支（H-G）

財務活動収支（K-J）

科目

業務活動収支（C-B+E-D）
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Ⅲ 財務書類における主な指標                                    

 

１ 県民一人当たり資産額                                     

県が所有する資産額を住民にとって分かりやすく伝えるための指標で、貸借対照表の

資産額を住民基本台帳人口で除して算出します。 

※人口は 1,048,347 人（住民基本台帳人口 令和７年 1 月 1 日現在）で算出しています。 

 

   県民一人あたりの資産額  156 万円  

 

令和 5 年度（154 万円）との比較では、2 万円の増加となっています。これは減価

償却累計額の増加などにより「資産の減少」が生じましたが、それ以上に「人口の減少」

の方が大きかったことが要因となっています。 

 

２ 県民一人当たり負債額                                      

貸借対照表の負債額を住民基本台帳人口で除して算出します。 

 

   県民一人あたりの負債額  94 万円  

 

令和５年度（93 万円）との比較では、1 万円の増加となっています。これは人口が

減少し、負債も増加したことが要因となっています。 

 

３ 有形固定資産減価償却率                                    

   有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合から

算出します。耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として

把握することができます。 

 

 

 

 

 

    有形固定資産減価償却率 64.2% 

 

有形固定資産減価償却率は令和元年度から増加傾向となっています。これは、減価

償却が進むことによる「減価償却累計額の増加」が要因となっています。 

 

有形固定資産
減価償却率

減価償却累計額

有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額
＝

算定式



10 

４ 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）                

   有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達

割合を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握する

ことができます。 

   将来の負担を過重にしないためにも、値は低い方が望ましい指標となります。 

 

 

 
 

    ※地方債残高からは臨時財政特例債残高、減税補塡債残高等を除く。 

 

   社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 41.9% 

 

   令和 5 年度（39.3％）より 2.6 ポイント増加しています。これは地方債残高が増加

し、有形・無形固定資産合計は減少したためです。 

 

 

５ 住民一人当たり行政コスト                                     

   行政コスト計算書で算出される純行政コストを住民基本台帳人口で除して算出しま

す。住民一人当たりに換算すると行政コストがいくらになるかを表すことで、行政活動の効

率性を把握することができます。 

 

 

 

 

 

    住民一人当たり行政コスト 47 万円  

 

   令和5年度（46万円）との比較では、1万円の増加となっています。これは「純行政

コストの減少」以上に「人口の減少」の方が大きかったことが要因となっています。 

 

 

 

 

 

 

社会資本等形成
の世代間負担率

地方債残高

有形・無形固定資産合計
＝

算定式
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